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佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

 

松 
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紀 
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一 

政
党 

 

二 

そ
の
他
の
政
治
団
体 

自
由
民
主
党
佐
賀
県
藤
津
郡
第
一

支
部 

政
党
の
名
称 

宮
﨑 

繁
則 

代
表
者
の
氏
名 

平
成
二
一
年
二
月
二
八
日 

解
散
年
月
日 

山
田
恭
輔
後
援
会 

林
眞
智
子
後
援
会 

坂
井
岩
夫
後
援
会 

明
石
寿
彦
後
援
会 

沢
野
た
け
ひ
で
後
援
会 

柴
田
久
寛
後
援
会 

柴
田
久
寛
を
励
ま
す
会 

政
治
団
体
の
名
称 

山
田 

恭
輔 

杉
原 

弘
安 

宮
田 

 

修 

古
賀 

 

勉 

山
口 

 

豊 

原 
 
 

通 

柴
田 

久
寛 

代
表
者
の
氏
名 

平
成
二
〇
年
一
二
月
三
一
日 

平
成
二
〇
年
一
二
月
八
日 

平
成
二
一
年
二
月
一
〇
日 

平
成
二
〇
年
一
二
月
三
一
日 

平
成
二
〇
年
一
二
月
二
九
日 

平
成
二
〇
年
一
二
月
三
一
日 

平
成
二
〇
年
一
二
月
三
一
日 

解
散
年
月
日 
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増
本
と
お
る
と
歩
む
会 

伊
藤
か
ず
い
え
後
援
会 

中
原
爽
佐
賀
県
後
援
会 

江
島
か
ん
じ
後
援
会 

滝
本
隆
仁
後
援
会 

吉
田
壽
彦
後
援
会 

木
下
は
る
と
し
後
援
会 

木
下
治
紀
政
策
研
究
会 

古
賀
政
信
を
励
ま
す
会 

前
田
く
に
あ
き
後
援
会 

青
木
武
徳
後
援
会 

一
万
田
ゆ
う
し
ん
後
援
会 

吉
田
ひ
ろ
み
つ
後
援
会 

ふ
じ
た
治
喜
後
援
会 

る
す
幸
農
会 

江
北
に
若
き
リ
ー
ダ
ー
を
つ
く
る

会 

中
村 

勝
彦 

宮
司 

清
昭 

寺
尾 

隆
治 

副
島 

道
昭 

井
本 

芳
美 

西
村 

義
則 

今
泉 

松
次 

木
下 

治
紀 

古
賀 

政
信 

中
山 
良
八 

麻
生 

凱
史 

日
暮 

栄
一 

吉
田 

 

光 

市
原 

 

勝 

島
崎 

 

勝 

山
田 

恭
輔 

平
成
二
一
年
三
月
一
九
日 

平
成
二
一
年
三
月
一
日 

平
成
二
一
年
三
月
二
三
日 

平
成
二
一
年
三
月
一
七
日 

平
成
二
一
年
三
月
一
〇
日 

平
成
二
一
年
三
月
一
日 

平
成
二
〇
年
一
二
月
三
一
日 

平
成
二
〇
年
一
二
月
三
一
日 

平
成
二
一
年
三
月
一
五
日 

平
成
二
一
年
二
月
二
八
日 

平
成
二
一
年
三
月
一
〇
日 

平
成
二
〇
年
五
月
一
〇
日 

平
成
二
〇
年
一
二
月
三
一
日 

平
成
二
〇
年
一
二
月
二
〇
日 

平
成
二
一
年
三
月
一
日 

平
成
二
〇
年
一
二
月
三
一
日 


